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原子力規制組織体制の変遷

１９５５年 原子力基本法成立
１９５６年 原子力委員会発足、科学技術庁発足
１９５７年 原子炉等規制法成立

１９７４年 原子力船「むつ」放射線漏れ事故
１９７８年 原子力安全委員会発足（事務局：科学技術庁）

１９９５年 高速増殖原型炉もんじゅ二次系ナトリウム漏洩事故
１９９９年 ＪＣＯ加工施設臨界事故

原子力災害対策特別措置法成立
２０００年 原子力安全委員会体制強化（事務局：総理府）
２００１年 原子力安全・保安院発足

２０１１年 東京電力福島第一原子力発電所事故
２０１２年 原子力規制委員会発足
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原子力規制組織・制度改革の経緯

（平成２３年）
３月１１日 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故
６月 ７日 原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書

８月１５日 原子力安全規制に関する組織等の改革の基本方針（閣議決定）
１２月１３日 原子力事故再発防止顧問会議提言
１２月２６日 政府事故調中間報告

（平成２４年）
１月３１日 政府による原子力組織制度改革法案等の国会提出（政府案）

２月２７日 民間事故調報告書

４月２０日 自民党・公明党による法案の国会提出（自公案）
５月２９日 政府案及び自公案が審議入り
６月１５日 民主党・自民党・公明党による修正法案が衆議院環境委員長提案として提出
６月２０日 原子力規制委員会設置法の成立
６月２７日 原子力規制委員会設置法の公布（公布から３か月以内に施行）

７月 ５日 国会事故調報告書
７月２３日 政府事故調最終報告

９月１９日 原子力規制委員会が発足
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原子力安全規制に関する組織等の改革の基本方針（平成23年8月15日閣議決定）

○原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離し、環境省に
その外局として、原子力安全庁（仮称）を設置する。

○原子力安全委員会については、規制と利用の分離により、中核的機能であるダブ
ルチェック機能の意義が薄れることから、その位置づけ・役割を見直し、専門的知
見を活かした助言・諮問機関として、新組織の下に、原子力安全審議会（仮称）を
置く。

内閣府

原子力安全
委員会

原子力
安全庁
（仮称）

環境省
（環境大臣）

原子力安全
審議会
（仮称）

経産省

資源エネルギー庁

原子力安全
・保安院

※原子力安全に関する
業務

・試験研究用原子炉
の規制

・核燃料物質等の
使用の規制

・環境モニタリングの
司令塔・ＳＰＥＥＤＩ

文科省

【新組織（案）】

原子力安全に関する
業務の一元化

【 ２３’までの原子力安全行政組織】

国交省

・船舶用原子炉
の規制

・核セキュリティ

原子力委員会

諮問 答申

※８条委員会

※民主的統制の観点から、国会報告を
義務付ける。
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原子力事故再発防止顧問会議（平成23年12月13日提言公表）

○ 新しい原子力安全規制組織の独立性の確保に加え、原子力
安全行政に対する国内外の信頼確保、機能向上のための
改革７原則を提案。
①規制と利用の分離、②一元化、③危機管理、
④人材の育成、⑤新安全規制、⑥透明性、⑦国際性
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概要

提言

○ 原発事故の収束及び再発防止担当大臣（細野大臣）の有識
者会議。原子力安全規制に関する組織の在り方、原子力安
全規制強化の在り方等について検討。

○ 委員は、様々な分野（原子力工学、社会科学、公共政策、エ
ネルギー政策、法学、メディア、他）の計１１名により構成。

○ 平成２３年１０月から計４回開催した後、同年１２月１３日に提
言を取りまとめ。



経産省

資源
エネルギー庁

内閣府

原子力安全
委員会

環境省
（環境大臣）

原子力

安全調査
委員会

原子力

安全調査
委員会

原子力
安全

・保安院
※発電用原子炉に

関する規制 等

文科省

【新組織（案）】

〇規制と利用の分離

〇原子力安全に係る業
務の一元化

〇緊急事態対応の強化

【 ２３’までの原子力安全行政組織】

原子力
委員会

客観的・科学的
な規制を実現

原子力
規制庁

（予算・人事
は独立*）

核セキュリティ

試験研究用原子炉等

ダブル
チェック

勧告*

勧告*
緊急時対応以外の
判断は規制庁長官

に委任*

・規制の実効性チェック
・事故の原因究明調査

関係行政機関の長に
勧告

* 原子力規制庁の規制の独立性を確保

○原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経産省から分離し、各省の関係業
務を一元化し、環境省に、独立性の高い外局として、原子力規制庁を設置。

○規制の実効性チェック、事故の原因究明調査を行い、必要に応じ勧告等を行うこと
により、原子力規制庁の規制の独立性を担保する監視機関として、原子力安全調
査委員会を置く。

原子力組織制度改革法案等（平成24年1月31日閣議決定）
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原子力規制委員会設置法（平成24年6月14日環境委員長提案、同月20日成立）

① 原子力規制委員会の組織及び機能

○ 環境省の外局として、原子力規制委員会を設置（いわゆる「３条委員会」）（委員長及び委
員４名は、国会同意を得て、総理が任命）

○ 原子力規制委員会の事務局として、原子力規制庁を設置

○ 原子力安全規制、核セキュリティ、核不拡散の保障措置、放射線モニタリング、放射性同
位元素等の規制を一元化

○ （独）原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）を所管（必要となる法制上の措置を速やかに講じて、
ＪＮＥＳを原子力規制庁に統合）

○ （独）日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）及び（独）放射線医学総合研究所の業務の一部
を共管

② 原子力安全規制の転換
○ 重大事故対策の強化
○ 最新の知見に基づく規制の実施（バックフィット制度）
○ ４０年運転制限制の導入 等

③ 原子力防災対策の強化

○ 内閣に原子力防災会議を設置し、関係機関との緊密な連携の下で原子力防災対策を推
進

○ 原子力災害対策指針の法定化
○ 原子力災害対策本部の強化、緊急事態解除後の事後対策の円滑化
○ 緊急時における原子力災害対策本部長（総理）の権限を明確化
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文科省経産省

資源エネル
ギー庁

内閣府

原子力安全
委員会

原子力
規制委員会

委員長及び委員４名

原子力安全
・保安院

・発電用原子炉の安全
規制 等

【新しい原子力規制組織】【これまでの原子力規制組織】

原子力
委員会

新しい原子力規制組織

核セキュリティの総
合調整

・試験研究炉等の安全規制
・核不拡散の保障措置の

規制*1
・放射線モニタリング*1、

SPEEDI
・放射性同位元素等の規制*1

環境省

原子力規制庁
（事務局）

原子力規制庁
（事務局）

(独)原子力安全
基盤機構

*1 H25.4.1.より移管

(独)原子力安全
基盤機構

ダブルチェック

必要となる法制上の措置を速や
かに講じて、原子力規制庁に統合

*2 H25.4.1.より共管、 *3 共管

(独)日本原子力
研究開発機構

・安全研究 等*2

(独)放射線医学
総合研究所

・放射線研究 等*3

(独)日本原子力
研究開発機構

・安全研究 等

(独)放射線医学
総合研究所

・放射線研究 等
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